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※文化関係部分抜粋 

第２章 力強い経済成長の実現に向けた重点的な取組 

４．新たな外国人材の受入れ 

（１）一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる新たな在留資格の創設 

⑤ 外国人材への支援と在留管理等 

新たに受け入れる外国人材の保護や円滑な受入れを可能とするため、的確な在 

留管理・雇用管理を実施する。受入れ企業、又は法務大臣が認めた登録支援機関

が支援の実施主体となり、外国人材に対して、生活ガイダンスの実施、住宅の確保、

生活のための日本語習得、相談・苦情対応、各種行政手続に関する情報提供等の

支援を行う仕組みを設ける。また、入国・在留審査に当たり、他の就労目的の在留

資格と同様、日本人との同等以上の報酬の確保等を確認する。加えて、労働行政

における取組として、労働法令に基づき適正な雇用管理のための相談、指導等を

行う。これらに対応するため、きめ細かく、かつ、機能的な在留管理、雇用管理を実

施する入国管理局等の体制を充実・強化する。 

（２）従来の外国人材受入れの更なる促進 

留学生の国内での就職を促進するため、在留資格に定める活動内容の明確化

や、手続負担の軽減などにより在留資格変更の円滑化を行い、留学生の卒業後の

活躍の場を広げる。また、「高度人材ポイント制」について、特別加算の対象大学の

拡大等の見直しを行う。これらの前提として、日本語教育機関において充実した日

本語教育が行われ、留学生が適正に在留できるような環境整備を行っていく。さら

に、留学生と企業とのマッチングの機会を設けるため、ハローワークの外国人雇用

サービスセンター等を増設する。 

（３）外国人の受入れ環境の整備 

上記の外国人材の受入れの拡大を含め、今後も我が国に滞在する外国人が一 

層増加することが見込まれる中で、我が国で働き、生活する外国人について、多言

語での生活相談の対応や日本語教育の充実をはじめとする生活環境の整備を行う

ことが重要である。このため、2006 年に策定された「『生活者としての外国人』に関

する総合的対応策」を抜本的に見直すとともに、外国人の受入れ環境の整備は、法

務省が総合調整機能を持って司令塔的役割を果たすこととし、関係省庁、地方自治

体等との連携を強化する。このような外国人の受入れ環境の整備を通じ、外国人の

人権が護られるとともに、外国人が円滑に共生できるような社会の実現に向けて取

り組んでいく。 
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５．重要課題への取組 

（２）投資とイノベーションの促進 

② 教育の質の向上等 

「第３期教育振興基本計画」や教育再生実行会議の提言に基づき、Society 5.0 

に向けた総合的な人材育成をはじめとした教育の質の向上に総合的に取り組む。 

新学習指導要領を円滑に実施するとともに、地域振興の核としての高等学校の

機能強化、１人１社制の在り方の検討、子供の体験活動の充実、安全・安心な学校

施設の効率的な整備、セーフティプロモーションの考え方も参考にした学校安全の

推進、などを進める。また、在外教育施設における教育機能の強化を図る。さらに、

障害、いじめ・不登校、日本語能力の不足など様々な制約を克服し、チーム学校の

実現、障害者の生涯を通じた学習活動の充実を図る。 

学校現場での教員の勤務実態を改善するため、適正な勤務時間管理の徹底や

業務の効率化・精選などの緊急対策を具体的に推進するとともに、学校の指導・事

務体制の効果的な強化・充実や学校の実態に応じた教員の勤務時間制度の在り方

などの勤務状況を踏まえた勤務環境の見直し、小学校における教育課程の弾力的

運用についての検討を進める。 

（４）分野別の対応 

② 観光立国の実現 

２０２０年に訪日外国人旅行者数を４０００万人、消費額を８兆円とする目標を達 

成し、観光先進国、観光の基幹産業化を実現するため、新たに創設する国際観光

旅客税による財源も活用しながら、ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備な

ど、より高次元な施策を展開する。 

観光資源の開拓や快適に観光を満喫できる環境の整備などにより、リピーター 

の地方への誘客や体験型観光の充実、長期滞在化を図る。公的施設の更なる開放

を進め、古民家等の活用や景観の優れたまちづくり、ダム等のインフラを活かした

観光を推進する。国立公園や文化財等を保全・活用するとともに、VR の活用やナイ

トタイムの有効活用などを促進する。首都圏空港の機能強化、国際クルーズ拠点の

形成や自転車利用環境の創出等に取り組む。 

我が国の観光の魅力を、国内外の拠点を活用し、効果的に発信するほか、ビザ 

の戦略的緩和、MICE 誘致等に取り組む。また、最新技術の活用や CIQ の計画的な

体制整備などにより出入国を円滑化するとともに、無料 Wi-Fi の導入などを通じて、

世界水準の旅行サービスを実現する。DMO の育成のほか、実践的即戦力人材の

育成や外国人材の活用を推進する。多様な宿泊ニーズに対応するため、違法民泊

対策を含めた健全な民泊サービスの普及などを進める。さらに、いわゆる白タク行
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為の防止に取り組む。外国人旅行者への対応を向上させるため、医療通訳の評価

体制の構築や医療コーディネーターの養成など地域医療機関における外国人患者

受入れ体制の構築、キャッシュレス環境の整備、多言語対応やトイレの洋式化、相

談窓口の整備などに取り組む。誰もが安全・安心に利用可能な宿泊施設の提供を

促進するため、バリアフリー化や耐震化などの取組を進める。 

IRの整備を推進することにより、国際会議場・展示場等や、家族で楽しめるエンタ

ーテインメント施設を一体的に運営し、我が国の伝統・文化・芸術等を活かしたコン

テンツを導入することで、国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現する。その

際、世界最高水準のカジノ規制やその執行体制の整備等により様々な懸念に万全

の対策を講じる。また、ギャンブル等依存症対策を徹底的かつ包括的に実施する。 

③ 文化芸術立国の実現 

「文化芸術推進基本計画」や「文化経済戦略」に基づき、2020 年までを文化政策 

推進重点期間と位置づけ、文化による国家ブランド戦略の構築や稼ぐ文化への展

開、文化芸術産業の育成などにより文化産業の経済規模（文化 GDP）の拡大を図る

とともに、文化財の高精細レプリカや VR 作成など文化分野における民間資金・先端

技術の活用を推進する。また、子供や障害者等の文化芸術活動の推進や、国立文

化施設の機能強化を図るとともに、文化財を防衛する観点を踏まえ、文化財の適切

な周期での修理や、保存・活用・継承等に取り組む。さらに、京都への全面的な移

転に向け、文化庁の機能強化等を着実に進める。映画のロケ誘致やアート市場の

活性化に向けた検討などを進めるとともに、文化プログラムの全国展開、日本遺産

の認定・活用や国際博物館会議（ICOM）京都大会 2019 の開催等を通じて日本文化

の魅力や日本の美を国内外に発信する。 

文化資源について、各分野のデジタルアーカイブ化を進めるとともに、内外の利 

用者が活用しやすい統合ポータルの構築を推進する。また、インターネット上の海

賊版サイトに対して、あらゆる手段の対策を強化する。また、我が国の誇るマンガ、

アニメ及びゲーム等のメディア芸術の情報拠点等の整備について指定法人による

取組を促進する。 

コンテンツや衣食住を含む日本固有の魅力を創造して、発信し、商品・サービス

の海外展開やインバウンド消費の拡大を図るクールジャパン戦略を深化させ、地域

プロデュース人材の育成や国内外拠点の活用などを進めるとともに、国民が適正な

対価で興行・イベント等を享受できる環境を整備する。 

国立公文書館について、新たな施設の建設に向けて取り組み、その機能を充実

させる。 
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⑤ 2020 年東京オリンピック・パラリンピック等に向けた取組 

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会やラグビーワールドカップ 2019 

は、日本全体の祭典であり、レガシーの創出と、我が国が持つ力を世界に発信する

最高の機会である。その開催に向け、治安対策やサイバーセキュリティ対策に万全

を期すとともに、円滑な輸送体制の構築や暑さ対策など大会の円滑な準備を着実

に進める。また、ボランティア人材の育成・普及、「復興オリンピック・パラリンピック」

の実現、ホストタウンによる地域活性化や国際交流を推進するとともに、

beyond2020 プログラム等を通じて日本文化の魅力を発信する。深層学習による自

動翻訳システムの開発・普及や、心のバリアフリーとユニバーサルデザインの街づく

りの推進など、大会を通じた新しい日本の創造に関する取組を地方自治体や民間

企業と連携しながら進める。 

６．地方創生の推進 

（１）地方への新しいひとの流れをつくる 

地方から大都市圏への人口移動の大宗を占める大学進学や就職をする若者の 

動きに歯止めをかけるため、地方自治体・大学・高等学校・地元産業界等の連携を

強化することで、地域人材の育成・還流を図る仕組み（地域人材エコシステム）を構

築する。さらに、地方大学・産業創生法に基づき、キラリと光る地方大学づくり等によ

る地域における若者の修学・就業を促進する。同時に、雇用機会を創出するため、

地域における産業振興への取組を支援するとともに、政府関係機関移転基本方針

等に基づき政府関係機関の移転の取組を着実に進めるほか、本社機能の地方移

転、産学金官の連携による地域密着型企業の立上げを促進する。地域への対日直

接投資促進策を実施し、地域が有する強みを外国企業が持つ販路・技術・人材・ノ

ウハウと結び付ける。地方での生活の魅力を知ってもらうために、国民の関心を惹

きつける効果的・戦略的な情報発信を進める。 

（５）これからの時代にふさわしい国土の均衡ある発展 

「北海道総合開発計画」121 に基づき、北海道の農水産品の輸出拡大や、北方 

領土隣接地域の振興を図る。アイヌ文化の復興・創造及び国民理解の促進を図り

つつ、国際観光や国際親善に寄与するため、2020 年４月に国立アイヌ民族博物館、

国立民族共生公園などからなる民族共生象徴空間を開業し、年間 100 万人の来場

者を目指す。また、この取組と、アイヌ文化の伝承等に関する取組や、地方自治体、

経済界等による地域振興、産業振興等の取組との連携を併せて推進することにより

相乗効果を高めていくとともに、立法措置を含むアイヌ政策の総合的な検討を行う。 
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